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(57)【要約】
【課題】内視鏡検査に用いられる異なる機能の操作指示
をシームレスに行うことができる内視鏡制御装置を提供
する。
【解決手段】内視鏡制御装置としてのスマートフォン３
は、ユーザにより把持される筐体３ａの所定の軸回りの
回動又は筐体３ａの所定の方向への移動を検出し、検出
された回動又は移動に基づいて第１の動作の有無及び第
２の動作の有無を判定し、第１の動作があったときは第
１の動作に割り当てられた第１の操作の第１の実行指示
を、第２の動作があったときは第２の動作に割り当てら
れた第２の操作の第２の実行指示を内視鏡装置２へ送信
する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザにより把持される筐体の所定の軸回りの回動又は前記筐体の所定の方向への移動
を検出する動作検出部と、
　前記動作検出部により検出された前記回動又は前記移動に基づいて第１の動作の有無及
び第２の動作の有無を判定する動作判定部と、
　前記動作判定部により判定された前記第１の動作があったときは前記第１の動作に割り
当てられた第１の操作の第１の実行指示を、前記動作判定部により判定された前記第２の
動作があったときは前記第２の動作に割り当てられた第２の操作の第２の実行指示を内視
鏡装置へ送信する指示送信部と、
を有する内視鏡制御装置。
【請求項２】
　前記動作判定部は、前記回動の回動量が、第１の閾値以上であるときに、前記第１の動
作があったと判定し、前記移動の移動量が、第２の閾値以上であるときに、前記第２の動
作があったと判定する、請求項１に記載の内視鏡制御装置。
【請求項３】
　前記第１の実行指示は、前記回動の回動量に応じた第１の操作量の情報を含み、前記第
２の実行指示は、前記移動の移動量に応じた第２の操作量の情報を含む、請求項２に記載
の内視鏡制御装置。
【請求項４】
　前記動作判定部は、前記回動の回動量が前記第１の閾値以上であるときには、前記第１
の動作があったと判定し、前記第２の動作があったと判定しない、請求項２に記載の内視
鏡制御装置。
【請求項５】
　前記動作判定部は、前記移動の移動量が前記第２の閾値以上であるときには、前記第２
の動作があったと判定し、前記第１の動作があったと判定しない、請求項２に記載の内視
鏡制御装置。
【請求項６】
　前記第１の操作及び前記第２の操作は、前記内視鏡装置に対する操作である、請求項１
に記載の内視鏡制御装置。
【請求項７】
　前記第１の操作は、前記内視鏡装置に対する操作であり、前記第２の操作は、前記内視
鏡装置と共に用いられる装置に関する操作である、請求項１に記載の内視鏡制御装置。
【請求項８】
　内視鏡装置と内視鏡制御装置とを含む内視鏡システムであって、
　前記内視鏡制御装置は、
　ユーザにより把持される筐体の所定の軸回りの回動又は前記筐体の所定の方向への移動
を検出する動作検出部と、
　前記動作検出部により検出された前記回動又は前記移動に基づいて第１の動作の有無及
び第２の動作の有無を判定する動作判定部と、
　前記動作判定部により判定された前記第１の動作があったときは前記第１の動作に割り
当てられた第１の操作の第１の実行指示を、前記動作判定部により判定された前記第２の
動作があったときは前記第２の動作に割り当てられた第２の操作の第２の実行指示を前記
内視鏡装置へ送信する指示送信部と、
を有し、
　前記内視鏡装置は、前記内視鏡制御装置からの前記第１の実行指示に応じて前記第１の
操作を実行し、前記内視鏡制御装置からの前記第２の実行指示に応じて前記第２の操作を
実行する内視鏡システム。
【請求項９】
　ユーザにより把持される筐体の所定の軸回りの回動又は前記筐体の所定の方向への移動
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を検出する検出する動作検出機能と、
　前記動作検出機能により検出された前記回動又は前記移動に基づいて第１の動作の有無
及び第２の動作の有無を判定する動作判定機能と、
　前記動作判定機能により判定された前記第１の動作があったときは前記第１の動作に割
り当てられた第１の操作の第１の実行指示を、前記動作判定部により判定された前記第２
の動作があったときは前記第２の動作に割り当てられた第２の操作の第２の実行指示を内
視鏡装置へ送信する指示送信機能と、
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡制御装置、内視鏡システム及びプログラムに関する。　
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡が工業分野及び医療分野において広く利用されている。内視鏡は、細
長の挿入部と、操作部を有している。操作部は、内視鏡の各種機能の実行指示するために
ユーザにより操作されるノブ、ボタンなどを有している。
【０００３】
　ユーザは、検査対象内に挿入部を挿入し、湾曲部を湾曲操作し、検査部位の内視鏡画像
をモニタに表示させ、所望の部位の画像を取得して内視鏡検査を行う。ユーザは、湾曲操
作、撮像指示、湾曲部のセンタリング操作、撮像指示、等の多くの操作を行いながら、内
視鏡検査を行う。
【０００４】
　さらに、各種操作の中には、１つの操作において２つのモードで実行可能で、ユーザは
、モードの切り替えを行いながら検査を行う場合がある。例えば、湾曲操作に関しては、
粗動作のノーマルモードと精密動作のファインモードの２つの湾曲操作モードがあり、ユ
ーザは湾曲操作を繊細に行いたいときは、ファインモードに設定すると、湾曲動作を細か
く行うことができる。
【０００５】
　さらに、内視鏡装置は、複数の機能を有するため、ユーザは、内視鏡検査中に、特定の
機能を動作させたい場合もある。例えば、あるパラメータの設定操作の完了を指示したり
、湾曲動作のロック指示をしたり、検査中に撮像指示をしたり、等々、検査中に、他の機
能の実行を指示したりする。　
　ユーザは、内視鏡装置に設けられたタッチパネル装置及びリモコンを用いて内視鏡装置
に対する機能の実行の指示を行うこともできる。
【０００６】
　また、特開平４－２６３８３０号公報には、別途設けられたスイッチに対する操作の押
し込み深さなどに応じて、湾曲速度が変更される内視鏡装置も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平４－２６３８３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、ユーザは、所望の機能を実行したい場合は、タッチパネルなどにおいてその機
能の実行を指示しなければならない。例えば、湾曲操作モードの変更をするときは、ユー
ザは、タッチパネルなどを操作して、湾曲操作モードの動作変更指示を行ってからでなけ
れば、変更後の湾曲操作モードで湾曲操作をすることできない。
【０００９】
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　すなわち、異なる機能のための操作を行うためには、一旦操作を中断してタッチパネル
などを操作する等の切り替え操作を行わなければならず、ユーザは、ある機能の操作から
、異なる機能の操作への変更をシームレスに行うことができない。
【００１０】
　上記特開平４－２６３８３０号公報に提案の内視鏡装置においては、湾曲速度の変更の
ためのスイッチを別途設けなければならず、さらに、ユーザは、煩雑なスイッチ操作を行
わなければならない。
【００１１】
　そこで、本発明は、内視鏡検査に用いられる異なる機能の操作指示をシームレスに行う
ことができる内視鏡制御装置、内視鏡システム及びプログラムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様の内視鏡制御装置は、ユーザにより把持される筐体の所定の軸回りの回
動又は前記筐体の所定の方向への移動を検出する動作検出部と、前記動作検出部により検
出された前記回動又は前記移動に基づいて第１の動作の有無及び第２の動作の有無を判定
する動作判定部と、前記動作判定部により判定された前記第１の動作があったときは前記
第１の動作に割り当てられた第１の操作の第１の実行指示を、前記動作判定部により判定
された前記第２の動作があったときは前記第２の動作に割り当てられた第２の操作の第２
の実行指示を内視鏡装置へ送信する指示送信部と、を有する。
【００１３】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、内視鏡装置と内視鏡制御装置とを含む内視鏡シス
テムであって、前記内視鏡制御装置は、ユーザにより把持される筐体の所定の軸回りの回
動又は前記筐体の所定の方向への移動を検出する動作検出部と、前記動作検出部により検
出された前記回動又は前記移動に基づいて第１の動作の有無及び第２の動作の有無を判定
する動作判定部と、前記動作判定部により判定された前記第１の動作があったときは前記
第１の動作に割り当てられた第１の操作の第１の実行指示を、前記動作判定部により判定
された前記第２の動作があったときは前記第２の動作に割り当てられた第２の操作の第２
の実行指示を前記内視鏡装置へ送信する指示送信部と、を有し、前記内視鏡装置は、前記
内視鏡制御装置からの前記第１の実行指示に応じて前記第１の操作を実行し、前記内視鏡
制御装置からの前記第２の実行指示に応じて前記第２の操作を実行する。
【００１４】
　本発明の一態様のプログラムは、ユーザにより把持される筐体の所定の軸回りの回動又
は前記筐体の所定の方向への移動を検出する検出する動作検出機能と、前記動作検出機能
により検出された前記回動又は前記移動に基づいて第１の動作の有無及び第２の動作の有
無を判定する動作判定機能と、前記動作判定機能により判定された前記第１の動作があっ
たときは前記第１の動作に割り当てられた第１の操作の第１の実行指示を、前記動作判定
部により判定された前記第２の動作があったときは前記第２の動作に割り当てられた第２
の操作の第２の実行指示を内視鏡装置へ送信する指示送信機能と、をコンピュータに実行
させる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、内視鏡検査に用いられる異なる機能の操作指示をシームレスに行うこ
とができる内視鏡制御装置、内視鏡システム及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係わる内視鏡システム１の構成を示す構成図である
。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係わる、湾曲操作のための表示画面の例を示す図で
ある。
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【図３】本発明の第１の実施の形態に係わる、ユーザの手により把持されたスマートフォ
ンの斜視図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係わる、スマートフォン３を軸Ｏの軸回りに回動す
る動作を示すスマートフォン３の斜め下方から見た斜視図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係わる、スマートフォン３を軸ＰＯの軸回りに回動
する動作を示すスマートフォン３の斜め左方から見た斜視図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係わる、スマートフォン３を軸ＰＯに平行に移動さ
せる動作を示すスマートフォン３の正面から見た斜視図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係わる、スマートフォン３を軸Ｏに平行に移動させ
る動作を示すスマートフォン３の正面から見た斜視図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係わる、スマートフォン３における内視鏡アプリの
動作の流れの例を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係わる、スマートフォン３における内視鏡アプリの
動作の流れの例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第１の実施の形態に係わる、湾曲操作のための動作と、スマートフォ
ン３及び内視鏡装置２の動作の流れを示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態に係わる、左右方向のノーマルモードの動作（Ｍ１
：ノーマルモードの左右方向の湾曲動作）と、左右方向におけるファインモードの動作（
Ｍ３：ファインモードの左右方向の湾曲動作）が競合する場合における優先制御の例を示
すグラフである。
【図１２】本発明の第１の実施の形態に係わる、左右方向のノーマルモードの動作（Ｍ１
）と、左右方向におけるファインモードの動作（Ｍ３）が競合する場合における優先制御
の他の例を示すグラフである。
【図１３】本発明の第２の実施の形態に係わる、挿入部４を検査対象内に自動的に挿入す
る自動挿入装置を用いて、内視鏡検査を行う内視鏡システム１Ａの構成図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態に係わる、挿入部４を挿入部４の軸回りに捩る捩り
装置を用いて、内視鏡検査を行う内視鏡システム１Ｂの構成図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態に係わる、航空機のジェットエンジンの検査時に用
いられるターニングツールを用いて、内視鏡検査を行う内視鏡システム１Ｃの構成図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）
　図１は、本実施の形態に係わる内視鏡システム１の構成を示す構成図である。内視鏡シ
ステム１は、内視鏡装置２と、内視鏡制御装置としてのスマートフォン３とを含む。内視
鏡装置２は、細長の挿入部４と、挿入部４の基端部が接続された本体装置５を含む。光学
アダプタ６が、挿入部４の先端部に装着可能となっている。
【００１８】
　なお、以下の説明は、内視鏡制御装置がスマートフォン３であるが、その場合、スマー
トフォン３は、所定のアプリケーションプログラムをインストールすることによって、内
視鏡装置２を制御する内視鏡制御装置となる。なお、内視鏡制御装置は、スマートフォン
３に代えて、タブレット端末などでもよい。
【００１９】
　挿入部４の先端部４ａには、撮像素子１１が設けられている。撮像素子１１は、ＣＣＤ
イメージセンサ、ＣＭＯＳイメージセンサなどである。　
　さらに、挿入部４には、ライトガイド１２と、４本の湾曲ワイヤ１３が挿通されている
。ライトガイド１２の基端面は、本体装置５内の光源に接続され、ライトガイド１２の先
端面は、挿入部４の先端部に配設されている。
【００２０】
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　撮像素子１１は、挿入部４の先端部４ａに装着された光学アダプタ６の観察窓に入射し
た検査対象からの光を、光学アダプタ６内のレンズ６ａを介して受光する。撮像素子１１
は、撮像面において受光した検査対象の像を光電変換して撮像信号を制御部２１に出力す
る。
【００２１】
　ライトガイド１２の先端面から出射した光は、光学アダプタ６の内のレンズ６ｂを通し
て、光学アダプタ６の照明窓から照明光として出射される。　
　先端部４ａの基端には、湾曲部４ｂが設けられている。湾曲部４ｂは、複数の湾曲駒が
連設された湾曲機構１４を有している。湾曲機構１４には、４本の湾曲ワイヤ１３の先端
が接続されている。
【００２２】
　挿入部４の基端部には、２つのプーリ１５ａ、１５ｂが配設されている。上下方向湾曲
用の１本の湾曲ワイヤが、１つのプーリ１５ａに掛けられて、プーリ１５ａから延出した
２本の湾曲ワイヤ１３として挿入部４内に挿通される。同様に、左右方向湾曲用の１本の
湾曲ワイヤが、１つのプーリ１５ｂに掛けられて、プーリ１５ｂから延出した２本の湾曲
ワイヤ１３として挿入部４内に挿通される。
【００２３】
　本体装置５は、制御部２１と、メモリ２２と、撮像駆動回路２３と、照明回路２４と、
湾曲駆動回路２５と、湾曲駆動部２６と、外部インターフェース（以下、外部Ｉ／Ｆと略
す）２７と、液晶表示装置（以下、ＬＣＤという）２８と、タッチパネル２９とを含む。
　なお、本実施の形態では、湾曲部４ｂの湾曲操作における左右上下方向とは、ＬＣＤ２
８に表示された内視鏡画像の左右上下方向をいう。
【００２４】
　制御部２１は、中央処理装置（以下、ＣＰＵという）２１ａと、ＲＯＭ２１ｂと、ＲＡ
Ｍ２１ｃを含む。ユーザにより指示された機能に応じてＣＰＵ２１ａがＲＯＭ２１ｂある
いはメモリ２２からプログラムを読み出して実行することにより、制御部２１は、内視鏡
装置２の各部を動作させ、ユーザにより指示された機能を実現する。　
　制御部２１は、撮像素子１１からの撮像信号を処理して内視鏡画像を生成する画像処理
部を含む。
【００２５】
　メモリ２２は、フラッシュメモリ、ハードディスク装置などの書き換え可能で不揮発性
の記憶装置である。メモリ２２には、内視鏡装置２の動作のためのプログラム、データな
どが記憶されると共に検査対象の内視鏡画像も記録される。　
　なお、内視鏡画像の画像データは、着脱可能なメモリカード（図示せず）などに記録す
るようにしてもよい。
【００２６】
　撮像駆動回路２３は、制御部２１の制御の下、撮像素子１１へ駆動信号を出力すると共
に、撮像素子１１からの撮像信号を受信して、制御部２１へ出力する。　
　照明回路２４は、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの発光素子と、制御部２１の制御の下
、発光素子に駆動信号を供給する駆動回路とを含む。発光素子が出射する光は、照明回路
２４から出射され、ライトガイド１２の基端面に入射する。ライトガイド１２に入射した
光は、ライトガイド１２の先端面から出射し、その光は、光学アダプタ６のレンズ６ｂを
通して、照明光として出射して検査対象を照明する。照明光が照射された検査対象からの
反射光が撮像素子１１に入射する。
【００２７】
　湾曲駆動回路２５は、上下方向湾曲用の湾曲駆動回路２５ａと、左右方向湾曲用の湾曲
駆動回路２５ｂとを含む。　
　湾曲駆動部２６は、上下方向湾曲用のモータ２６ａと、左右方向湾曲用のモータ２６ｂ
を有する。モータ２６ａの回転軸は、プーリ１５ａの回転軸と減速ギヤなどを介して連結
されており、モータ２６ａを駆動することにより、プーリ１５ａが回転する。モータ２６
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ｂの回転軸は、プーリ１５ｂの回転軸と減速ギヤなどを介して連結されており、モータ２
６ｂを駆動することにより、プーリ１５ｂが回転する。
【００２８】
　湾曲駆動回路２５は、制御部２１の制御の下で動作し、湾曲駆動回路２５ａは上下方向
の湾曲制御信号に基づいてモータ２６ａを駆動し、湾曲駆動回路２５ｂは左右方向の湾曲
制御信号に基づいてモータ２６ｂを駆動する。その結果、プーリ１５ａが回転して、２本
の湾曲ワイヤ１３の一方が牽引され他方が弛緩することにより、湾曲機構１４は湾曲部４
ｂを上下方向に湾曲し、プーリ１５ｂが回転して、２本の湾曲ワイヤ１３の一方が牽引さ
れ他方が弛緩することにより、湾曲機構１４は湾曲部４ｂを左右方向に湾曲する。
【００２９】
　外部Ｉ／Ｆ２７は、内視鏡制御装置であるスマートフォン３からの信号を受信する回路
である。ここでは、外部Ｉ／Ｆ２７は、スマートフォン３との無線通信、例えばＷＩＦＩ
通信のためのインターフェース回路である。
【００３０】
　ＬＣＤ２８は、表示装置であり、ＬＣＤ２８の表示画面上にタッチパネル２９が固定さ
れている。ＬＣＤ２８とタッチパネル２９により操作パネル装置が構成される。ユーザは
、ＬＣＤ２８上に表示された検査対象内の内視鏡画像を見ることができると共に、表示画
面上に表示された操作ボタンなどをタッチすることによって、内視鏡装置２に操作コマン
ドを入力することができる。
【００３１】
　なお、ここでは、図示しないが、内視鏡装置２は、リモコンなどの操作部が接続されて
おり、ユーザは、そのリモコンを操作して、内視鏡装置２に操作コマンドを入力すること
もできる。　
　よって、制御部２１は、スマートフォン３からだけでなく、タッチパネル２９及びリモ
コンからも機能実行のためのコマンド信号を受信可能である。
【００３２】
　スマートフォン３は、制御部３１と、メモリ３２と、ＬＣＤ３３と、タッチパネル３４
と、センサユニット３５と、外部Ｉ／Ｆ３６と、撮像部３７と、マイク３８と、操作ボタ
ン３９とを有している。
【００３３】
　制御部３１は、ＣＰＵ３１ａと、ＲＯＭ３１ｂと、ＲＡＭ３１ｃを含む。ＣＰＵ３１ａ
がＲＯＭ３１ｂあるいはメモリ３２からプログラムを読み出して実行することにより、制
御部３１は、スマートフォン３の各部を動作させ、ユーザにより指示された機能を実現す
る。
【００３４】
　メモリ３２は、フラッシュメモリ、ハードディスク装置などの書き換え可能で不揮発性
の記憶装置である。メモリ３２には、例えばインターネットなどのネットワークを介して
ダウンロードしたアプリケーションプログラムも格納される。
【００３５】
　ここでは、内視鏡装置２を操作するための内視鏡アプリケーションプログラム（以下、
内視鏡アプリという）３２ａが、メモリ３２に格納される。ユーザは、スマートフォン３
において内視鏡アプリ３２ａを実行させることによって、スマートフォン３を用いて内視
鏡装置２に対して操作の指示を与えることができる。
　内視鏡アプリは、非一時的な記憶媒体であってコンピュータにより読み取り可能なメモ
リ３２に記憶され、後述する検出機能、判定機能、指示送信機能をコンピュータであるス
マートフォン３に実行させるプログラムである。
【００３６】
　ＬＣＤ３３は、表示装置であり、ＬＣＤ３３の表示画面上にタッチパネル３４が固定さ
れている。ＬＣＤ３３とタッチパネル３４により操作パネル装置が構成される。ユーザは
、ＬＣＤ３３上に表示された画像を見ることができると共に、表示画面上に表示された操
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作ボタンなどをタッチすることによって、スマートフォン３に操作コマンドを入力するこ
とができる。
【００３７】
　センサユニット３５は、スマートフォン３の姿勢及び姿勢の変化を検出するために、ジ
ャイロセンサと重力加速度センサを含む。ジャイロセンサ及び重力加速度センサにより、
スマートフォン３の筐体３ａ（図２）の所定の軸回りの回動及び空間上の移動が検出され
る。センサユニット３５は、互いに直行するｘ、ｙ、ｚ軸方向の３つの加速度信号及び重
力加速度信号を出力する。後述するように、センサユニット３５の出力信号に基づき、ス
マートフォン３の姿勢の変化が検出される。
【００３８】
　外部Ｉ／Ｆ３６は、無線通信用、例えばＷＩＦＩ通信のためのインターフェース回路で
ある。　
　なお、外部Ｉ／Ｆ３６は、有線により通信のためのインターフェースでもよい。例えば
、ケーブルで、内視鏡装置２とスマートフォン３を接続して、スマートフォン３が内視鏡
装置２と通信できるようにしてもよい。
【００３９】
　撮像部３７は、２つのカメラ３７ａと３７ｂを含む。カメラ３７ａは、正面用のカメラ
であり、カメラ３７ｂは、背面用のカメラである。　
　マイク３８は、通話用のマイクである。
【００４０】
　なお、スマートフォン３は、通話用のスピーカ（図示せず）も有している。　
　さらに、スマートフォン３は、ホームボタン４６と、図示しない他のボタンも有してい
る。
【００４１】
　スマートフォン３は、上述したようにアプリケーションプログラムをダウンロードして
インストールすることができるので、内視鏡アプリ３２ａを、インターネットなどからダ
ウンロードしてメモリ３２に記憶させることができる。内視鏡アプリ３２ａは、内視鏡装
置２と通信して、内視鏡装置２を操作するためのアプリケーションプログラムである。ユ
ーザは、内視鏡アプリ３２ａをインストールして、内視鏡アプリを起動すると、ＬＣＤ３
３に表示された所定のボタンをタッチすることによって、湾曲操作等の各種操作を行うこ
とができる。
【００４２】
　内視鏡装置２は多くの機能を有している。例えば、湾曲操作は、内視鏡検査中に頻繁に
行われる操作であり、内視鏡アプリは、その湾曲操作の機能を有している。よって、ユー
ザは、内視鏡アプリ３２ａを利用して、湾曲部４ｂの湾曲操作を行うことができる。
【００４３】
　内視鏡アプリは、他の機能も有しているが、ここでは、湾曲機能について説明する。図
２は、湾曲操作のための表示画面の例を示す図である。　
　内視鏡アプリが起動すると、スマートフォン３のＬＣＤ３３の表示画面４１には、内視
鏡装置２と通信して、撮像素子１１で撮像して得られた検査対象の内視鏡画像が内視鏡装
置２から取得され、ライブ画像表示領域４２に表示される。よって、ユーザは、スマート
フォン３によりライブの内視鏡画像を見ることができる。ライブ画像表示領域４２に表示
される内視鏡画像は、撮像素子１１により撮像して得られた撮像信号に基づいて制御部２
１において生成されたライブの動画像である。
【００４４】
　さらに、ＬＣＤ３３の表示画面４１には、湾曲操作に関する、湾曲操作ボタン（Ｂｅｎ
ｄ）４３、湾曲ロックボタン（Ｌｏｃｋ）４４、及び基準位置リセットボタン（Ｒｅｓｅ
ｔ）４５も表示される。
【００４５】
　ユーザが表示画面４１上の湾曲操作ボタン４３にタッチすると、内視鏡アプリは、ユー
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ザによるスマートフォン３の回動動作及び移動動作に応じて、後述するような湾曲コマン
ドを送信する。
【００４６】
　ユーザが表示画面４１上の湾曲ロックボタン４４にタッチすると、内視鏡アプリは、湾
曲部４ｂのそのときの湾曲状態が維持されるように湾曲ロックコマンドを制御部２１に出
力し指示する。制御部２１は湾曲ロックコマンドを受信すると、湾曲部４ｂをロックする
よう湾曲制御信号を決定することにより、湾曲部４ｂは湾曲ロック状態となる。ユーザは
、例えば、湾曲ロックボタン４４にタッチすると湾曲ロックボタン４４の画像が反転など
することから湾曲ロック状態にあることを認識することができる。湾曲ロック状態で、ユ
ーザが、再度湾曲ロックボタン４４にタッチすると、内視鏡アプリは、湾曲ロック解除コ
マンドを制御部２１に出力し指示するので、制御部２１は通常の湾曲制御に戻り、湾曲部
４ｂの湾曲ロック状態は解除される。
【００４７】
　ユーザが表示画面４１上の基準位置リセットボタン４５にタッチすると、内視鏡アプリ
は、スマートフォン３の現時点の姿勢を湾曲動作の基準位置とする基準位置リセット処理
を実行する。
【００４８】
　具体的には、直方体のスマートフォン３の中心点（例えば重心）Ｃを通る長手軸方向の
軸Ｏ、及びその軸Ｏに直交し中心点Ｃを通る軸ＰＯのそれぞれの傾きを、センサユニット
３５の出力信号に基づいて算出された基準姿勢として、その基準姿勢の情報が制御部３１
のＲＡＭなどに一時的に保持される。
【００４９】
　なお、スマートフォン３は、ＬＣＤ３３の表示画面の下側近傍にホームボタン４６を有
している。ホームボタン４６が押下されると、ルートメニュー画面が、ＬＣＤ３３に表示
される。
【００５０】
　ユーザは、スマートフォン３を手で持った状態で、所定の軸回りに回動させたり、所定
の方向に移動させたりすることによって、挿入部４の湾曲部４ｂの湾曲操作を行うことが
できる。
【００５１】
　図３は、ユーザの手により把持されたスマートフォンの斜視図である。ユーザは、片手
Ｈでスマートフォン３を把持しながら、基本的には２つの動きを行うことができる。　
　１つは、回動動作であり、もう一つは、移動動作である。
【００５２】
　回動動作には、点線の矢印ＹＣで示すようにスマートフォン３の筐体３ａの中心Ｃを通
る長手軸方向の軸Ｏ回りに、スマートフォン３を回動する動作と、点線の矢印ＴＣで示す
ようにスマートフォン３の筐体３ａの中心Ｃを通る長手軸方向の軸Ｏに直交する軸ＰＯ回
りに、スマートフォン３を回動する動作とがある。
【００５３】
　移動動作には、点線の矢印ＴＤで示すように、スマートフォン３の軸Ｏに平行にスマー
トフォン３を移動する動作と、点線の矢印ＹＤで示すようにスマートフォン３の中心Ｃを
通る軸ＰＯに平行にスマートフォン３を移動する動作とがある。　
　ユーザは、例えば右手で挿入部４を操作しながら、左手でスマートフォン３を持って、
内視鏡検査を行う。
【００５４】
　ユーザは、図３の点線の矢印ＹＣで示すように軸Ｏの軸回りにスマートフォン３を回動
させること、図３の点線の矢印ＴＣで示すように軸ＰＯの軸回りにスマートフォン３を回
動させること、図３の点線の矢印ＹＤで示すように軸ＰＯに平行にスマートフォン３を平
行移動すること、及び図３の点線の矢印ＴＤで示すように軸Ｏに平行にスマートフォン３
を平行移動することの４つの動作を異なる操作に割り当てることができる。
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【００５５】
　より具体的に説明する。　
　図４は、スマートフォン３を軸Ｏの軸回りに回動する動作を示すスマートフォン３の斜
め下方から見た斜視図である。スマートフォン３を軸Ｏの軸回りに回動させる動作である
。図４において、実線が、基準位置のスマートフォン３の姿勢を示し、一点鎖線が、回動
後のスマートフォン３の姿勢を示す。図５から７においても、同様である。
【００５６】
　図５は、スマートフォン３を軸ＰＯの軸回りに回動する動作を示すスマートフォン３の
斜め左方から見た斜視図である。スマートフォン３を軸ＰＯの軸回りに回動させる動作で
ある。　
　図６は、スマートフォン３を軸ＰＯに平行に移動させる動作を示すスマートフォン３の
正面から見た斜視図である。スマートフォン３を軸ＰＯに平行に移動させる動作である。
【００５７】
　図７は、スマートフォン３を軸Ｏに平行に移動させる動作を示すスマートフォン３の正
面から見た斜視図である。スマートフォン３を軸Ｏに平行に移動させる動作である。　
　以上の４つの動作は、内視鏡装置２に対する各種操作の指示に割り当てられる。
【００５８】
　例えば、４つの動作を湾曲部４ｂの４つの湾曲操作指示に割り当てることができる。　
　湾曲操作は、内視鏡検査中に頻繁に行われる操作であり、一般にノーマルモードとファ
インモードという２つの動作モードがある。ノーマルモードは、ユーザによる指示に応じ
て所定の湾曲量で湾曲部４ｂを湾曲させる動作モードであり、ファインモードは、ユーザ
による指示に応じて、ノーマルモードの湾曲量よりも小さな量で湾曲部４ｂを細かく湾曲
させる動作モードである。すなわち、ユーザは、ノーマルモードにより湾曲動作を粗く行
い、ファインモードにより湾曲動作を精密に行うことができる。
【００５９】
　例えば、ユーザは、通常は、湾曲操作の動作モードをノーマルモードに設定して、検査
を行うが、ある部位を内視鏡画像の中心に位置させて詳細に観察したいときは、湾曲操作
の動作モードをファインモードに設定して、湾曲部４ｂの湾曲を細かく行い、画面の中心
に観察したい部位を正確に位置させることができる。従来は、ユーザは、所定の操作ボタ
ンを押すなどして、このように湾曲操作の動作モードの切り替え操作を行わなければなら
ない。　
　しかし、本実施の形態では、ユーザは、湾曲操作の動作モードの切り替え操作を行わず
に、ノーマルモードの湾曲操作指示とファインモードの湾曲操作指示を行うことができる
。
【００６０】
　例えば、図４に示すスマートフォン３を軸Ｏの軸回りに回動させる動作が、ノーマルモ
ードでの左右方向の湾曲操作指示に対応し、図５に示すスマートフォン３を軸ＰＯの軸回
りに回動させる動作が、ノーマルモードでの上下方向の湾曲操作指示に対応し、図６に示
すスマートフォン３を軸ＰＯに平行に移動させる動作が、ファインモードでの左右方向の
湾曲操作指示に対応し、図７に示すスマートフォン３を軸Ｏに平行に移動させる動作が、
ファインモードでの上下方向の湾曲操作指示に対応させることができる。
【００６１】
　これら４つの動作を使い分けることによって、ユーザは、湾曲部４ｂのノーマルモード
とファインモードの湾曲操作指示を、シームレスに行うことができる。　
　なお、４つの動作を全て使用せず、図５の動作を、湾曲部４ｂの上下方向の湾曲操作に
割り当て、図６の動作を、湾曲部４ｂの左右方向の湾曲操作に割り当てるようにしてもよ
い。
【００６２】
　また、図４と図５の動作を、湾曲部４ｂの湾曲操作に割り当て、図６の動作を、湾曲ロ
ック操作に割り当て、図７の動作を、湾曲ロックの解除操作に割り当てるようにしてもよ
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い。
【００６３】
　以上は、４つの動作を、４つの湾曲操作指示に割り当てた例であるが、上述したように
、内視鏡装置２は、多くの機能を有し、各機能の実行のための操作指示に、上述した４つ
の動作を割り当てることができる。
【００６４】
　例えば、図５の動作を、内視鏡装置２のブライトネスの調整における、設定値の上下操
作に割り当て、図６又は図７の動作を、ブライトネスの決定指示に割り当てるようにして
もよい。
【００６５】
　さらに、内視鏡装置２が計測機能を有する場合、各種操作の中には、計測機能に関する
操作もあるので、上述した４つの動作を、２Ｄ／３Ｄの切り替え操作、計測ポインタの移
動操作、光学系におけるズーム操作、等に割り当てるようにしてもよい。
（作用）
　次に、上述した複数の動作を利用した内視鏡システムの動作について説明する。
【００６６】
　図８は、スマートフォン３における内視鏡アプリの動作の流れの例を示すフローチャー
トである。図８は、内視鏡アプリの処理の一部の流れを示す。　
　以下、上述した４つの動作の内の２つの動作を、２つの操作指示に割り当てた例につい
て説明する。
【００６７】
　制御部３１は、ユーザにより基準位置リセットが指示されると基準位置リセット処理を
実行する（ステップ（以下、Ｓと略す）１）。　
　内視鏡アプリを起動すると図示しないメニュー画面などに、基準位置リセットを指示す
るボタンが表示される。ユーザは、そのボタンをタッチすることによって、基準位置リセ
ット処理の実行を指示することができる。制御部３１は、センサユニット３５からの出力
信号を取得し、基準位置情報を設定する。
【００６８】
　例えば、制御部３１は、センサユニット３５の出力信号に基づき、スマートフォン３の
筐体３ａの中心点Ｃを通りかつＬＣＤ３３の表示画面に垂直な軸を、Ｚ軸とし、筐体３ａ
の長手軸方向の軸Ｏを、Ｙ軸とし、上述した軸ＰＯを、Ｘ軸として設定する。基準位置リ
セット処理により、基準位置リセットボタンがタッチされたときのスマートフォン３の姿
勢が基準姿勢となり、その基準姿勢におけるＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸が決定される。
【００６９】
　なお、ここでは、基準位置設定処理は、ユーザが基準位置リセットボタンの操作をトリ
ガーにしているが、他をトリガーとしてもよい。例えば、制御部３１がセンサユニット３
５の出力信号を監視し、スマートフォン３の姿勢が所定時間以上変化しなかったことが検
出されると、その検出をトリガーにして基準位置設定処理を実行するようにしてもよい。
【００７０】
　基準位置リセット処理の後、制御部３１は、センサユニット３５の出力信号に基づき、
第１の動作が第２の動作よりも大きいか否かを判定する（Ｓ２）。ユーザがスマートフォ
ン３を動かすとき、２つの動作の内の一方の動作をしようとしても、他方の動作も発生し
てしまう場合があるため、ここでは、動作の大きい方が優先して動作があったと判定して
いる。
　なお、２つの動作を同時に行って、２つの操作の実行指示をする場合には、Ｓ２の判定
処理は不要である。例えば、図４から図７の動作の中の１つの動作を、ブライトネスの調
整操作に割り当て、他の１つの動作を、ＬＣＤ２８のバックライトの輝度の調整操作に割
り当てて、これら２つの動作を同時に行うような場合は、Ｓ２の判定処理は、不要となる
。
【００７１】
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　制御部３１は、基準位置リセット処理の後、Ｓ２からＳ６の処理を周期的に実行する。
例えば、制御部３１は、数十ミリ秒毎にＳ２以下の処理を実行する。　
　よって、第１の動作の大きさが第２の動作の大きさよりも大きいか否かにより、第１の
動作と第２の動作が判別される。制御部３１により実行されるＳ２～Ｓ６の処理が、ユー
ザにより把持される筐体３ａの所定の軸回りの回動又は筐体３ａの所定の方向への移動を
検出する動作検出部を構成すると共に、検出された回動又は移動に基づいて第１の動作の
有無及び第２の動作の有無を判定する動作判定部を構成する。
【００７２】
　第１の動作の大きさが第２の動作の大きさよりも大きいとき（Ｓ２：ＹＥＳ）、制御部
３１は、第１の動作の大きさが所定の閾値ＴＨ１以上であるか否かを判定する（Ｓ３）。
第１の動作の大きさが閾値ＴＨ１以上であるかの判定は、誤った第１の操作指示が出力さ
れるのを防止するためである。第１の動作の大きさが所定の閾値ＴＨ１以上であるとき（
Ｓ３：ＹＥＳ）、制御部３１は、第１の動作に対応する第１の操作の実行指示を出力する
（Ｓ４）。
【００７３】
　例えば、ユーザが内視鏡装置２のブライトネスの調整のために図５の動作をするときに
、その動作の大きさが所定の閾値未満であるときは、制御部３１は、ユーザが明確に第１
の動作をしていないとして、第１の操作の実行指示を行わない。しかし、その動作の大き
さが所定の閾値ＴＨ１以上であるときは、制御部３１は、ユーザが明確に第１の動作をし
たとして、第１の操作の実行指示を出力する（Ｓ４）。
【００７４】
　第１の動作の大きさが第２の動作の大きさよりも大きくないとき（Ｓ２：ＮＯ）、制御
部３１は、第２の動作の大きさが所定の閾値ＴＨ２以上であるか否かを判定する（Ｓ５）
。第２の動作の大きさが閾値ＴＨ２以上であるかの判定は、誤った第２の操作指示が出力
されるのを防止するためである。第２の動作の大きさが所定の閾値ＴＨ２以上であるとき
（Ｓ５：ＹＥＳ）、制御部３１は、第２の動作に対応する第２の操作の実行指示を出力す
る（Ｓ６）。
　以上のように、Ｓ３では、回動の回動量が、第１の閾値ＴＨ１以上であるときに、第１
の動作があったと判定され、Ｓ５では、移動の移動量が、第２の閾値ＴＨ２以上であると
きに、第２の動作があったと判定される。
【００７５】
　Ｓ５及びＳ６では、実行指示のコマンド信号は、外部Ｉ／Ｆ３６から内視鏡装置２へ送
信される。　
　例えば、第１の動作が、図５の示す動作であり、第２の動作が、図６の示す動作であれ
ば、ユーザは、これら２つの動作を利用して、内視鏡装置２のブライトネスの調整におけ
る、設定値の上下操作指示を図５の示す動作で行い、ブライトネスの決定操作指示を図６
の示す動作でおこなうことにより、ブライトネスの調整における２つの操作指示をシーム
レスに行うことができる。
　よって、Ｓ４及びＳ６の処理が、Ｓ２、Ｓ３及びＳ５により判定された第１の動作があ
ったときは第１の動作に割り当てられた第１の操作の第１の実行指示を、第２の動作があ
ったときは第２の動作に割り当てられた第２の操作の第２の実行指示を内視鏡装置２へ送
信する指示送信部を構成する。
　そして、第１の実行指示及び第２の実行指示のコマンド信号は、回動の回動量に応じた
操作量の情報を含み、第２の実行指示は、移動の移動量に応じた操作量の情報を含む。
　内視鏡装置２は、スマートフォン３からの第１の実行指示に応じて第１の操作を実行し
、スマートフォン３からの第２の実行指示に応じて第２の操作を実行する。
【００７６】
　次に、より具体的なシームレスな操作指示について説明する。以下、上述した４つの動
作を利用した、湾曲操作について説明する。　
　図９は、スマートフォン３における内視鏡アプリの動作の流れの例を示すフローチャー
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トである。図９は、内視鏡アプリの処理の一部の流れを示す。
【００７７】
　以下の説明では、上述した４つの動作の内の２つの動作が第１の操作指示に対応し、他
の２つの動作が第２の操作指示に対応している。第１の操作は、ノーマルモードの湾曲操
作であり、第２の操作が、ファインモードの湾曲操作である。　
　ユーザは、はじめに、基準位置リセット処理を実行してからこれらの動作を行うことに
より、内視鏡アプリにおいて回動動作及び移動動作が検出可能となる。
【００７８】
　ユーザは、検査中、スマートフォン３を操作し易い状態で把持する。その状態で、ユー
ザが基準位置リセットボタン（Ｒｅｓｅｔ）４５にタッチすると、基準位置リセット処理
を実行させることができる。　
　よって、制御部３１は、基準位置リセットが指示されたか否かを判定する（Ｓ１１）。
【００７９】
　内視鏡アプリを起動すると図示しないメニュー画面などに、基準位置リセットを指示す
るボタンが表示される。ユーザは、そのボタンをタッチすることによって、基準位置リセ
ット処理の実行を指示することができる。　
　基準位置リセットボタン４５がタッチされると（Ｓ１１：ＹＥＳ）、制御部３１は、セ
ンサユニット３５からの出力信号を取得し（Ｓ１２）、基準位置情報を設定する（Ｓ１３
）。
【００８０】
　例えば、制御部３１は、センサユニット３５の出力信号に基づき、スマートフォン３の
筐体の中心点Ｃを通りかつＬＣＤ３３の表示画面に垂直な軸を、Ｚ軸とし、長手軸方向の
軸Ｏを、Ｙ軸とし、軸ＰＯを、Ｘ軸として設定する。一般には、Ｚ軸は、重力加速度方向
となるが、基準位置リセットにより、ＬＣＤ３３の表示画面に垂直な方向となる。
【００８１】
　Ｘ軸及びＹ軸も、種々の方向に設定することも可能であるが、ここでは、それぞれ軸Ｐ
Ｏ及び軸Ｏである。　
　以上のように、基準位置リセット処理により、基準位置リセットボタン４５がタッチさ
れたときのスマートフォン３の姿勢が基準姿勢となり、その基準姿勢におけるＸ軸、Ｙ軸
及びＺ軸が決定される。
【００８２】
　制御部３１は、Ｓ１３の後、基準位置リセット処理が完了したことを、ユーザに告知す
る（Ｓ１４）。リセット完了の告知は、ＬＣＤ３３に完了した旨のメッセージを表示した
り、所定のランプあるいはＬＥＤ素子を発光させたり、所定の音を出力したりすることな
どにより行われる。Ｓ１４の後、処理は、Ｓ１１に戻る。
【００８３】
　基準位置リセットボタンがタッチされなければ（Ｓ１１：ＮＯ）、制御部３１は、基準
位置リセット済みであるか否かを判定する（Ｓ１５）。制御部３１は、基準位置リセット
処理の実行記録の有無に基づき、基準位置リセット済みであるか否かを判定することがで
きる。
【００８４】
　基準位置リセット済みでなければ（Ｓ１５：ＮＯ）、処理は、Ｓ１１に戻る。　
　基準位置リセット済みであると（Ｓ１５：ＹＥＳ）、制御部３１は、センサユニット３
５の出力信号に基づき、所定の２つの動作（上記のノーマルモードとファインモード）の
いずれかがあったか否かを判定する（Ｓ１６）。すなわち、Ｓ１６の処理が、ユーザによ
り把持される筐体３ａの所定の軸回りの回動又は筐体３ａの所定の方向への移動を検出す
る動作検出部を構成する。
【００８５】
　所定の２つの動作のいずれかがあったと判定されると（Ｓ１６：ＹＥＳ）、制御部３１
は、ユーザによりなされた動作が、２つの動作の内の第１の動作であるか否かを判定する
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（Ｓ１７）。すなわち、Ｓ１７の処理が、Ｓ１６において検出された回動又は移動に基づ
いて第１の動作の有無及び第２の動作の有無を判定する動作判定部を構成する。
【００８６】
　第１の動作があったか否かは、第１の動作の大きさが所定の閾値ＴＨ１以上であるか否
かによって判定される。上述したように、回動動作の大きさが所定の閾値ＴＨ１以上であ
るとき、第１の動作があったと判定され、移動動作の大きさが所定の閾値ＴＨ２以上であ
るとき、第２の動作があったと判定される。
【００８７】
　図４に示す動作あるいは図５に示す動作が検出されると、第１の動作があったと判定さ
れ、図６に示す動作あるいは図７に示す動作が検出されると、第２の動作があったと判定
される。
【００８８】
　なお、第１の動作と第２の動作の両方があったと判定されたときは、動作の大きい方の
動作があったと判定される。　
　さらになお、上述したように第１の動作と第２の動作が同時に行うことを許可する場合
、すなわちＳ２の処理が不要な場合、第１と第２の両方の動作があったと判定される。
　第１の動作があったと判定されると（Ｓ１７：ＹＥＳ）、制御部３１はセンサユニット
３５の出力信号から、第１の動作の大きさに対応する操作量を算出し（Ｓ１８）、算出さ
れた操作量の情報を外部Ｉ／Ｆ３６へ出力して内視鏡装置２へ送信する（Ｓ１９）。
【００８９】
　Ｓ１８では、図４に示す動作あるいは図５に示す動作における回動角度がセンサユニッ
ト３５の出力信号から算出され、その算出された回動角度から、湾曲部４ｂの上下あるい
は左右方向の湾曲角度の目標値が算出される。
【００９０】
　第２の動作がされたとき（Ｓ１７：ＮＯ）、制御部３１はセンサユニット３５の出力信
号から、第２の動作の操作量を算出し（Ｓ２０）、算出された操作量の情報を外部Ｉ／Ｆ
３６から内視鏡装置２へ送信する（Ｓ２１）。
【００９１】
　Ｓ２０では、図６に示す動作あるいは図７に示す動作における移動量がセンサユニット
３５の出力信号から算出され、その算出された移動量から、湾曲部４ｂの上下あるいは左
右方向の湾曲角度の目標値が算出される。
　よって、Ｓ１９及びＳ２１の処理が、Ｓ１７において、第１の動作があったと判定され
たときは第１の動作に割り当てられた第１の湾曲操作の第１の実行指示を、Ｓ１７におい
て第２の動作があったと判定されたときは第２の動作に割り当てられた第２の湾曲操作の
第２の実行指示を内視鏡装置２へ送信する指示送信部を構成する。
【００９２】
　所定の２つの動作のいずれかもなかったと判定されたとき（Ｓ１６：ＮＯ）、及び、Ｓ
１９及びＳ２１の後、制御部３１は、湾曲ロック指示がされたか否かを判定する（Ｓ２２
）。ユーザは、湾曲ロックボタン（Ｌｏｃｋ）４４を指でタッチすることにより（Ｓ２２
：ＹＥＳ）、内視鏡装置２へ湾曲ロックの指示を与える、すなわち送信することができる
（Ｓ２３）。
【００９３】
　湾曲ロックの指示を受けると、内視鏡装置２は、湾曲機構１４の動作を停止し、そのと
きの湾曲状態に湾曲部４ｂを保持する。すなわち、制御部２１は、湾曲駆動回路２５に湾
曲制御信号を出力しない。
【００９４】
　湾曲ロックの指示を送信した後、制御部３１は、湾曲ロックの解除指示があったか否か
を判定する（Ｓ２４）。例えば、ユーザが、湾曲ロック状態で湾曲ロックボタン４４をタ
ッチすると（Ｓ２４：ＹＥＳ）、制御部３１は、湾曲ロックの解除指示を送信する（Ｓ２
５）。
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【００９５】
　湾曲ロックボタン４４をタッチされなければ（Ｓ２４：ＮＯ）、処理は、何もしない。
Ｓ２５の後、処理は、Ｓ１１に戻る。　
　なお、Ｓ２５の後、処理は、点線で示すように、Ｓ１６に戻るようにしてもよい。
【００９６】
　制御部３１は、Ｓ１６からＳ２５の処理を周期的に実行する。例えば、制御部３１は、
数十ミリ秒毎にＳ２以下の処理を実行する。　
　さらになお、湾曲部４ｂの湾曲センタリング指示がされる場合がある。湾曲センタリン
グは、湾曲部４ｂが湾曲していない状態、すなわち真っ直ぐな状態にする操作である。ユ
ーザは、図示しないボタンを操作することによって、湾曲センタリング指示をすることが
できる。湾曲センタリング指示がされた場合には、スマートフォン３は、内視鏡装置２へ
湾曲センタリング操作指示のコマンド信号を送信する。
【００９７】
　図１０は、湾曲操作のための動作と、スマートフォン３及び内視鏡装置２の動作の流れ
を示す図である。　
　図１０において、状態変化検知部と湾曲量演算部は、スマートフォン３に含まれ、湾曲
制御部と湾曲駆動部は、内視鏡装置２に含まれる。図９のＳ１６，Ｓ１７の処理が、スマ
ートフォン３の状態変化検知部を構成する。Ｓ１９，Ｓ２１の処理が、スマートフォン３
の湾曲量演算部を構成する。図１の制御部２１が湾曲制御部を構成し、湾曲駆動回路２５
が、湾曲駆動部を構成する。
【００９８】
　ユーザは、検査中、スマートフォン３を操作し易い状態で把持する。上述したように、
その状態で、ユーザが基準位置リセットボタン（Ｒｅｓｅｔ）４５にタッチすると、スマ
ートフォン３は、センサユニット３５の出力信号から、そのときの姿勢を湾曲操作の基準
位置リセット処理を実行する（Ａ１）。Ａ１において、図９のＳ１２～Ｓ１４の処理が実
行される。
【００９９】
　その後、制御部３１の状態変化検知部は、所定の周期でセンサユニット３５の出力信号
を取得して、所定の動作があったか否かを判定する。例えば、制御部３１の状態変化検知
部は、図４に示すような軸Ｏ回りの回動動作（ＣＳ１）を、湾曲操作として検知すると、
検知信号を湾曲量演算部へ出力する（Ｐ１）。湾曲量演算部は、状態変化検知部において
検知された動作の大きさに応じて、湾曲目標値を算出する（Ｐ２）。
【０１００】
　軸Ｏ回りで右にスマートフォン３が回動させられたとき、その傾き角に応じて、予め決
められた湾曲量すなわち湾曲角度を算出する。例えば、スマートフォンが右に４５度回動
すると、先端部４ａの前方視野方向が、挿入部４の中心軸方向（すなわち挿入方向）に対
して、予め決められた右側４５度の方向を向くような湾曲目標値を、算出する。
【０１０１】
　スマートフォン３は、算出した湾曲目標値を、外部Ｉ／Ｆ３６を介して無線で内視鏡２
に送信する。　
　制御部２１は、スマートフォン３から受信した湾曲目標値に、湾曲部４ｂが湾曲するよ
うに、湾曲制御値を計算して湾曲駆動回路２５に出力する（ＥＰ１）。
【０１０２】
　制御部２１は、プーリ１５ａ、１５ｂの回動量をモニタしているので、受信した湾曲目
標値とプーリ１５ａ、１５ｂの回動量から、湾曲部４ｂが湾曲目標値の湾曲角度となるよ
うに湾曲制御値を計算する。
【０１０３】
　湾曲駆動回路２５は、受信した湾曲制御値に応じた湾曲制御信号を湾曲駆動部２６に出
力して、湾曲駆動部２６の対応するモータ２６ａ、２６ｂが駆動されて、湾曲部４ｂは、
湾曲目標値の湾曲角度に湾曲する。
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【０１０４】
　その後も、制御部３１は、センサユニット３５の出力信号を周期的に取得して、図４か
ら図７のいずれの動作が行われたかを検知する。　
　よって、上述した図４のノーマルモードの左右方向の回動動作を実行した後に、ユーザ
は、図６に示すようなスマートフォン３を軸ＰＯに平行に移動させる動作を行うと、所定
の動作ＣＳ２が検知される（Ｐ３）。制御部３１は、その動作ＣＳ２に応じた湾曲目標値
を計算して（Ｐ４）、内視鏡装置２へ送信する。内視鏡装置２は、受信した湾曲目標値に
応じた湾曲制御量を計算して（ＥＰ２）、湾曲駆動部へ出力する。
【０１０５】
　よって、ユーザは、ノーマルモードの操作指示後に、ファインモードの操作指示をシー
ムレスに行うことができる。　
　同様に、その後も、所定の動作ＣＳ３が検知されると（Ｐ５）、制御部３１は、その動
作ＣＳ３に応じた湾曲目標値を計算して（Ｐ５）、内視鏡装置２へ送信する。内視鏡装置
２は、受信した湾曲目標値に応じた湾曲制御量を計算して（ＥＰ３）、湾曲駆動部へ出力
する。動作ＣＳ３が、図５に示す動作であれば、ユーザは、左右方向におけるファインモ
ードの操作指示後に、上下方向のノーマルモードの操作指示をシームレスに行うことがで
きる。
【０１０６】
　なお、上述の例では、スマートフォン３が、湾曲目標値を計算し、内視鏡装置２におい
て、湾曲制御値が計算により求められているが、内視鏡装置２において、湾曲目標値の計
算と、湾曲制御値の計算を行うようにしてもよい。すなわち、スマートフォン３は、動作
の有無を判定し、その動作量（回動角度、移動量）を内視鏡装置２に送信し、内視鏡装置
２の制御部２１が、湾曲目標値の計算と、湾曲制御値の計算を行うようにしてもよい。
【０１０７】
　さらになお、上述の例では、内視鏡装置２において、湾曲制御値が計算により求められ
ているが、スマートフォン３において、湾曲目標値に加えて、湾曲制御値を計算し、内視
鏡装置２に送信するようにしてもよい。
【０１０８】
　その場合、スマートフォン３は、内視鏡装置２から周期的に、プーリ１５ａ、１５ｂの
回転角の情報を取得し、取得したプーリ１５ａ、１５ｂの回転角の情報に基づいて、湾曲
制御値を計算し、内視鏡装置２に送信する。　
　さらに、２つ以上の動作があったときに、その競合を調整する制御を行うようにしても
よい。
【０１０９】
　図１１は、左右方向のノーマルモードの動作（Ｍ１：ノーマルモードの左右方向の湾曲
動作）と、左右方向におけるファインモードの動作（Ｍ３：ファインモードの左右方向の
湾曲動作）が競合する場合における優先制御の例を示すグラフである。
【０１１０】
　図１１において、丸印のグラフは、図４の動作（Ｍ１）であり、ノーマルモードの左右
方向の動き量（回動角度）ＡＰを示す。縦軸は、動き量であり、横軸は、時間（秒）であ
る。星印のグラフは、図６の動作（Ｍ３）であり、ノーマルモードの左右方向の動き量（
移動量）ＡＰを示す。
【０１１１】
　図１１は、図４に示す動作（Ｍ１）が所定の閾値ＴＨ１以上であるときは、図６に示す
動作が所定の閾値ＴＨ２以上であっても、図４に示す動作（ノーマルモード）が、図６に
示す動作（ファインモード）に優先することを示している。
　よって、制御部３１は、回動の回動量が第１の閾値ＴＨ１以上であるときには、第１の
動作があったと判定し、第２の動作があったと判定しないようにして、第１の動作が、第
２の動作より優先する。
【０１１２】
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　図１２は、左右方向のノーマルモードの動作（Ｍ１）と、左右方向におけるファインモ
ードの動作（Ｍ３）が競合する場合における優先制御の他の例を示すグラフである。　
　図１２において、丸印のグラフは、図４の動作（Ｍ１）であり、ノーマルモードの左右
方向の動き量（回動角度）ＡＰを示す。縦軸は、動き量であり、横軸は、時間（秒）であ
る。星印のグラフは、図６の動作（Ｍ３）であり、ノーマルモードの左右方向の動き量（
移動量）ＡＰを示す。
【０１１３】
　図１２は、図６に示す動作（Ｍ３）が所定の閾値ＴＨ２以上であるときは、図４に示す
動作（Ｍ１）が所定の閾値ＴＨ１以上であっても、図６に示す動作（ファインモード）が
、図４に示す動作（ノーマルモード）に優先することを示している。　
　よって、制御部３１は、移動の移動量が第２の閾値ＴＨ２以上であるときには、第２の
動作があったと判定し、第１の動作があったと判定しないようにして、第２の動作が、第
１の動作より優先する。
　図１１あるいは図１２に示すような優先制御を動作の判定に用いることにより、よりス
ムーズな操作切り替えが可能となる。
【０１１４】
　以上のように、４つの動作を湾曲操作の４つの操作指示に対応させ、制御部３１は、図
４から図７のいずれかの動作が行われたことを検知すると、その動作に応じた湾曲目標値
を計算して、内視鏡装置２へ送信する。よって、ユーザは、湾曲モードの切り替え操作を
することなく、所望の動作モードに対応する回動動作あるいは移動動作をスマートフォン
３に対して行うだけで、所望の湾曲操作指示をシームレスに行うことができる。
【０１１５】
　上述したように、内視鏡装置２は、多くの機能を有しているので、それらの機能の実行
を指示する操作を、上述した４つの動作に割り当てることにより、ユーザは、内視鏡装置
２に対する操作指示を、シームレスに行うことができる。
【０１１６】
　よって、上述した実施の形態によれば、内視鏡検査に用いられる異なる機能の操作指示
をシームレスに行うことができる内視鏡制御装置、内視鏡システム及びプログラムを提供
することができる。
　従って、従来のような操作を変更するための切り替え操作が不要となり、内視鏡制御装
置の操作性が向上する。
【０１１７】
（第２の実施の形態）
　第１の実施の形態では、内視鏡制御装置であるスマートフォン３は、内視鏡装置２に対
する操作を行うが、本実施の形態では、内視鏡制御装置であるスマートフォン３は、内視
鏡検査と共に用いられる外部機器に関する操作を行う。外部機器としては、自動挿入装置
と、捻り装置及びターニングツールを例に説明する。
【０１１８】
　なお、本実施の形態の内視鏡装置２とスマートフォン３は、第１の実施の形態の内視鏡
装置２とスマートフォン３と同様の構成を有するため、同じ構成要素については、説明は
省略し、異なる構成要素についてのみ説明する。
【０１１９】
　図１３は、挿入部４を検査対象内に自動的に挿入する自動挿入装置を用いて、内視鏡検
査を行う内視鏡システム１Ａの構成図である。図１３に示す内視鏡装置２も、挿入部４の
湾曲機構１４、ライトガイド１２などを有しているが、ここでは、省略されている。
【０１２０】
　内視鏡装置２は、外部機器である自動挿入装置５１とケーブル５２により接続されてい
る。内視鏡装置２は、自動挿入装置５１へ信号を伝送するためのケーブル５２に接続され
る外部Ｉ／Ｆ５３を有する。
【０１２１】
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　自動挿入装置５１は、挿入部４を複数のローラ５４により挟持するように挿入部４を保
持する。複数のローラ５４は、モータを内蔵する１つ又は複数のローラ駆動部５５により
駆動される。
【０１２２】
　ローラ駆動部５５は、挿入制御装置５６からの駆動信号により駆動される。　
　挿入制御装置５６は、制御基板を有し、内視鏡装置２と通信を行い、内視鏡装置２から
の制御信号に基づき、ローラ駆動部５５に駆動信号を出力する。
【０１２３】
　例えば、スマートフォン３の動作として、図４の動作を挿入指示に割り当て、図５の動
作を引き出し指示に割り当てることによって、ユーザは、自動挿入装置５１に対して、挿
入部４の挿入操作及び引き出し操作を指示することができる。
【０１２４】
　また、挿入動作の動作モードとして、ノーマルモードとファインモードの２つのモード
を設け、図５の動作を所定の動作で挿入動作を実行するノーマルモードの動作に割り得て
、図７の動作を、ノーマルモードの動作よりは遅い速度で挿入動作を実行するファインモ
ードの動作に割り当てるようにしてもよい。
【０１２５】
　さらにまた、第１の実施の形態で説明した湾曲部４ｂの湾曲操作を、図６の動作と図７
の動作で上下左右方向の湾曲操作を割り当てれば、ユーザは、スマートフォン３を利用し
て、湾曲部４ｂの湾曲操作と、図４の動作に基づく自動挿入装置５１の挿入操作指示を、
シームレスに行うことができる。
【０１２６】
　図１４は、挿入部４を挿入部４の軸回りに捩る捩り装置を用いて、内視鏡検査を行う内
視鏡システム１Ｂの構成図である。図１４に示す内視鏡装置２も、挿入部４の湾曲機構１
４、ライトガイド１２などを有しているが、ここでは、省略されている。
【０１２７】
　内視鏡装置２は、外部機器である捩り装置６１とケーブル６２により接続されている。
捩り装置６１は、挿入部４の根元に設けられている。　
　内視鏡装置２は、捩り装置６１へ信号を伝送するためのケーブル６２に接続される外部
Ｉ／Ｆ６３を有する。
【０１２８】
　捩り装置６１は、挿入部４を複数のローラ（図示せず）により挟持する挟持部材６４を
有する。複数のローラは、モータを内蔵するローラ駆動部６５により駆動される。　
　ローラ駆動部６５は、捩り制御装置６６からの駆動信号により駆動される。
【０１２９】
　捩り制御装置６６は、制御基板を有し、内視鏡装置２と通信を行い、内視鏡装置２から
の制御信号に基づき、ローラ駆動部６５に駆動信号を出力する。　
　例えば、スマートフォン３の動作として、図４の動作を捩り指示に割り当てることによ
って、ユーザは、捩り装置６１に対して、挿入部４の軸回りの回動すなわち捩り操作を指
示することができる。ユーザは、スマートフォン３を右に回動することによって、挿入部
４を挿入方向に向かって時計回りに所定量だけ回動させ、左に回動することによって、挿
入部４を挿入方向に向かって反時計回りに所定量だけ回動させることができる。例えば、
図４の動作における回動角が、挿入部４の軸回りの回動角に割り当てられる。よって、ス
マートフォン３が図４の動作において回動されると、その回動した角度に応じた回動目標
量の値が内視鏡装置２に送信される。内視鏡装置２は、受信した回動目標量に応じ回動制
御量を計算して、回動制御量に応じた制御信号を捩り制御装置６６に送信する。
【０１３０】
　また、捩り動作の動作モードとして、ノーマルモードとファインモードの２つのモード
を設け、図４の動作を所定の動作で捩り動作を実行するノーマルモードの動作に割り得て
、図６の動作を、ノーマルモードの動作よりは遅い速度で捩り動作を実行するファインモ
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ードの動作に割り当てるようにしてもよい。
【０１３１】
　また、第１の実施の形態で説明した湾曲部４ｂの湾曲操作を、図６の動作と図７の動作
で上下左右方向の湾曲操作を割り当てれば、ユーザは、スマートフォン３を利用して、湾
曲部４ｂの湾曲操作指示と、図４の動作に基づく捩り装置６１の捩り操作指示を、シーム
レスに行うことができる。
【０１３２】
　図１５は、航空機のジェットエンジンの検査時に用いられるターニングツールを用いて
、内視鏡検査を行う内視鏡システム１Ｃの構成図である。図１５に示す内視鏡装置２も、
挿入部４の湾曲機構１４、ライトガイド１２などを有しているが、ここでは、省略されて
いる。
【０１３３】
　内視鏡装置２は、外部機器であるターニングツール７１とケーブル７２により接続され
ている。内視鏡装置２は、ターニングツール７１へ信号を伝送するためのケーブル７２に
接続される外部Ｉ／Ｆ７３を有する。
【０１３４】
　ターニングツール７１は、エンジン７４の複数のブレードを検査するときに、回転軸を
回動させる回動制御信号を、エンジン本体に出力する装置である。エンジンの筐体に設け
られたアクセスポイントから挿入された挿入部４の撮像方向にブレードを位置させた状態
で、エンジン７４の回転軸を回動させるようにして、複数のブレードの内視鏡画像を取得
することができる。ターニングツール７１が、エンジン７４に対して回動制御信号を出力
することにより、エンジン７４は回動する。
【０１３５】
　例えば、スマートフォン３の動作として、図４の動作をエンジンの回動指示に割り当て
ることによって、ユーザは、ターニングツール７１に対して、エンジン７４の回動指示を
指示することができる。右に回動することによって、エンジン７４は回転軸回りに所定の
方向に向かって所定量だけ回動し、左に回動することによって、エンジン７４は回転軸回
りに上述した所定の方向とは反対方向に向かって所定量だけ回動する。　
　また、ターニングツールの動作モードとして、ノーマルモードとファインモードの２つ
のモードを設け、図４の動作を所定の速度でエンジンを回転するノーマルモードの動作に
割り得て、図６の動作を、ノーマルモードの動作よりは遅い速度でエンジンを回転するフ
ァインモードの動作に割り当てるようにしてもよい。
【０１３６】
　また、第１の実施の形態で説明した湾曲部４ｂの湾曲操作を、図６の動作と図７の動作
で上下左右方向の湾曲操作を割り当てれば、ユーザは、スマートフォン３を利用して、湾
曲部４ｂの湾曲操作と、図４の動作に基づくターニングツール７１のエンジン７４の回動
指示を、シームレスに行うことができる。
【０１３７】
　よって、上述した実施の形態によれば、内視鏡検査に用いられる外部機器の操作をシー
ムレスに行うことができる内視鏡制御装置、内視鏡装置及びプログラムを提供することが
できる。
【０１３８】
　なお、上述した例では、外部機器の操作として挿入あるいは回動の指示であるが、挿入
を停止する停止指示や、回動を停止する指示も、スマートフォン３における動作の１つと
して割り当てるようにしてもよい。
【０１３９】
　さらになお、本実施の形態においても、スマートフォン３が内視鏡装置２を介して、外
部機器の情報を取得し、スマートフォン３が、外部機器の処理の一部を実行するようにし
てもよい。
【０１４０】
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　また、上述した例では、内視鏡制御装置であるスマートフォン３は、自動挿入装置、捩
り装置あるいはターニングツールの内のーの外部機器を制御しているが、２つ以上の外部
機器を、異なる動作を利用して制御するようにしてもよい。
【０１４１】
　例えば、自動挿入装置と捩り装置が同時に使用されるとき、スマートフォン３において
、例えば図４の動作を捩り装置の操作制御に割り当て、図５の動作を自動挿入装置の操作
制御に割り当てるようにしてもよい。
【０１４２】
　よって、上述した２つの実施の形態によれば、内視鏡検査に用いられる異なる機能の操
作指示をシームレスに行うことができる内視鏡制御装置、内視鏡システム及びプログラム
を提供することができる。
【０１４３】
　従って、従来のような操作を変更するための切り替え操作が不要となり、内視鏡制御装
置の操作性が向上する。
【０１４４】
　なお、上述した２つの実施の形態では、内視鏡制御装置として、スマートフォン３を用
いた例を説明したが、内視鏡装置２に接続されたリモコンに上述したセンサユニット３５
を設け、制御部２１が第１の操作と第２の操作の有無及びその操作量の算出を行うように
してもよい。
【０１４５】
　さらになお、上述した２つの実施の形態では、内視鏡装置あるいは外部機器への各操作
指示は、スマートフォン３に対する動作に基づき行われるが、一部の操作指示はタッチパ
ネル３４において行われるようにしてもよい。例えば、第１の動作がノーマルモードの左
右方向の湾曲操作に割り当て、第２の動作がノーマルモードの上下方向の湾曲操作に割り
当て、ファインモードの操作は、タッチパネル３４により行うようにしてもよい。　
　さらに、タッチパネル３４とは別のスイッチ、音声入力などにより、一部の操作を行う
ようにしてもよい。
【０１４６】
　なお、以上説明した動作を実行するプログラムは、コンピュータプログラム製品として
、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体や、ハードディスク等の記憶媒体に
、その全体あるいは一部が記録され、あるいは記憶されている。そのプログラムがコンピ
ュータにより読み取られて、動作の全部あるいは一部が実行される。あるいは、そのプロ
グラムの全体あるいは一部を通信ネットワークを介して流通または提供することができる
。利用者は、通信ネットワークを介してそのプログラムをダウンロードしてコンピュータ
にインストールしたり、あるいは記録媒体からコンピュータにインストールすることで、
容易に本発明の内視鏡制御装置及び内視鏡システムを実現することができる。
【０１４７】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０１４８】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ　内視鏡システム、２　内視鏡装置、３　スマートフォン、３ａ　
筐体、４　挿入部、４ａ　先端部、４ｂ　湾曲部、５　本体装置、６　光学アダプタ、６
ａ、６ｂ　レンズ、１１　撮像素子、１２　ライトガイド、１３　湾曲ワイヤ、１４　湾
曲機構、１５ａ、１５ｂ　プーリ、２１　制御部、２２　メモリ、２３　撮像駆動回路、
２４　照明回路、２５、２５ａ、２５ｂ　湾曲駆動回路、２６　湾曲駆動部、２６ａ、２
６ｂ　モータ、２７　外部インターフェース、２８　液晶表示装置、２９　タッチパネル
、３１　制御部、３２　メモリ、３２ａ　内視鏡アプリ、３３　液晶表示装置、３４　タ
ッチパネル、３５　センサユニット、３６　外部インターフェース、３７　撮像部、３７
ａ、３７ｂ　カメラ、３８　マイク、３９　操作ボタン、４１　表示画面、４２　ライブ
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画像表示領域、４３　湾曲操作ボタン、４４　湾曲ロックボタン、４５　基準位置リセッ
トボタン、４６　ホームボタン、５１　自動挿入装置、５２　ケーブル、５３　外部イン
ターフェース、５４　ローラ、５５　ローラ駆動部、５６　挿入制御装置、６１　捩り装
置、６２　ケーブル、６３　外部インターフェース、６４　挟持部材、６５　ローラ駆動
部、６６　制御装置、７１　ターニングツール、７２　ケーブル、７３　外部インターフ
ェース、７４　エンジン。
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